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資料 ４ 



議員提出第２号議案 
 
 大阪府附属機関条例一部改正の件 
 
 大阪府附属機関条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 



大 阪 府 条 例 第    号  

大 阪 府 附 属 機 関 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 大 阪 府 附 属 機 関 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 大 阪 府 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る
。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る
。  

附  則  

 こ の 条 例 は
、

規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る
。  

改 正 後  改 正 前  

  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 
 一  （ 略） 

名 称  担 任 す る 事 務  

（ 略） （ 略） 

大 阪 府 自 殺

対 策 審 議 会  
（ 略） 

大 阪 府 ギ ャ

ン ブ ル 等 依

存 症 対 策 推

進 会 議  

大 阪 府 ギ ャ ン ブ ル 等 依 存 症

対 策 基 本 条 例 （ 令 和 四 年 大

阪 府 条 例 第    号 ） 第 十

三 条 第 二 項 に 規 定 す る 事 項

に つ い て の 調 査 審 議 に 関 す

る 事 務  

（ 略） （ 略） 

 二 ― 四  （ 略） 

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 
 一  （ 略） 

名 称  担 任 す る 事 務  

（ 略） （ 略） 

大 阪 府 自 殺

対 策 審 議 会  
（ 略） 

  

（ 略） （ 略） 

 二 ― 四  （ 略） 

  



提 案 理 由 
 
今般、上程する大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例案の趣旨

を具体化し、実効あるものにするためには、ギャンブル等依存症対

策を総合的かつ計画的に推進することが極めて重要であり、知事の

附属機関を新たに設置するため、本条例を提案するもの。 


